
通常の受診費用
（医科、歯科、調剤（薬局）、入院など）

治療用装具の作成費用
（コルセットなど）

はい

はい

はい
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

受診の際、

健康保険証は

提示しましたか？

自己負担した医療費は

※高額療養費に

該当しますか？

※ 収入により該当する金額
が異なります。左下表をご覧
いただき、該当の有無につい
て、直接健康保険組合へご確
認ください。

はい
はい

いいえ

※ 治療用装具は保険組合が認めた場合に、区においても医療費助成が可能です。

申請可能です。
必要書類を揃えてご申請ください。〇

    はい
（健康保険組合に下記２点を確認したうえで）

    ・該当する区分（ア）～（オ）のいずれか
       ・高額療養費に該当すること

支給決定通知が届いてから申請可能となります。

〇

はい

いいえ

はい

いいえ ×

申請可能です。
必要書類を揃えてご申請ください。〇

△
保険適用外の医療費は、助成対象外です。
ただし、保険適用分と保険適用外の費用がひとつの領収書にまとまっている場合、

必要書類「B」にて申請してください。保険適用外の費用を除いた額で支給します。

申請可能です。
必要書類を揃えてご申請ください。〇

支給決定通知が届いてから申請可能となります。

×
まずはご加入の健康保険組合へご申請ください。
健康保険組合へ申請する前に領収書のコピーを取っておいてください。

×

必要書類

B

必要書類

A

必要書類

A

申請可能です。
必要書類を揃えてご申請ください。

必要書類

C

× 支給決定通知が届いてから申請可能となります。

×
まずはご加入の健康保険組合へご申請ください。
健康保険組合へ申請する前に作成指示書や領収書のコピーを取っておいてください。

① 医療費支給申請書
② 支給決定通知書の原本
③ 領収書（コピー可）

① 医療費支給申請書
② 領収書原本

① 医療費支給申請書
② 補装具の作成指示書（コピー可）
③ 支給決定通知書の原本
④ 領収書（コピー可）

必要書類

A

必要書類

B

必要書類

C

健康保険組合から

「療養費給付の
決定通知書」
は届きましたか？

年収目安 １医療機関あたりの自己負担額 ※

約３７０万円以上 ８０，１００円

約３７０万円以下 ５７，６００円

住民税非課税世帯 ３５，４００円

※ 原則として、上記自己負担額を超えると、高額療養費の対象となります。

健康保険組合へ
保険負担分の申請
をしましたか？

健康保険組合から
「療養費給付の決定通知書」は

届きましたか？

健康保険組合から
「療養費給付の決定通知書」は

届きましたか？

健康保険組合へ
]保険負担分の申請を

しましたか？

健康保険が
適用された
受診ですか？

高額療養費チェックシート

いいえ
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